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１ 発表事項 

松阪の「あったかい」を教えてください！ 

松阪市公式インスタグラム投稿キャンペーン～松阪市ホットコンテスト～ 

 

２ 目的 

松阪市は公式インスタグラムの運用を平成 30年 7月から始めました。現在のフォロワ

ー数は 3,070 人(令和 3 年 1 月 7 日現在)です。平日は基本的に毎日投稿し、観光情報

やまちのできごと等、さまざまな情報発信を行っています。 

松阪市公式インスタグラムの認知度向上(フォロワー数増加)と、さまざまな街の情報

を共有する中で松阪市の魅力を再発見することや、新たな価値を生み出すことを目的

に今回のキャンペーンを実施します。 

 

３ 内容・テーマ 

テーマ：松阪市ホットコンテスト 

あなたが思う松阪市のあったかい(ほっとな)写真を紹介しよう！ 

松阪市のあったかい食べ物、ホッとするような食べ物や場所。 

家族・友達・大切な人との思い出など寒い冬をあったかくするような 

様々なホット写真を募集します。 

 

４ 応募方法 

①公式アカウント「@matsusaka_official」をフォロー 

②テーマにそった写真に、応募用タグ「#ほっと松阪」を記載して投稿 

 

５ 応募期間 

令和 3年 1月 7日(木)～2月 7日(日) 

 

６ 応募条件および注意事項 

・写真は未発表かつ著作権・肖像権等、権利上問題のないものに限りま  す。 

・通行止めの道路など、立ち入り禁止区域内への侵入や危険な撮影行為、個人の土地

に無許可で入る行為はやめてください。 

・応募点数に制限はありません。 

・アカウントが非公開の場合や応募された投稿の内容が差別的または公序良俗に反す

るものである場合は対象外とします。 

・入賞商品発送の都合上、応募者は日本国内在住の方に限ります。 

・投稿された作品は、松阪市公式インスタグラム等の掲載に使用させていただく場合

があります。 

 

 

 



７ 賞品 

松阪もめんのマスク(入賞者 20人) 

 

・審査は秘書広報課にて行います。 

・入賞者には令和 3 年 2 月中にインスタグラムのダイレクトメッセージを利用しご連

絡します。連絡から 7 日を経過しても返信が確認できない場合は、ほかの方に権利

が移ります。 

・3月中に入賞者へ賞品を発送します。 

 

８ 主催・問い合わせ 

  松阪市秘書広報課広報広聴係 

  〒515-8515 三重県松阪市殿町 1340番地 1 

  ☎0598-53-4312 FAX0598-22-1119 

  ✉kouhou@city.matsusaka.mie.jp 


